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・幼稚園型認定こども園

・幼稚園

※令和５年４月改訂

①新制度に移行し

ていない幼稚園

②特定教育・保育施設

③特定地域型保育事業者

④延長保育事業者

⑤一時預かり事業者

病児保育事業者
⑥企業主導型保育施設

⑦認可外保育施設

（居宅訪問型保育事業

者を含む）
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